
  

一 

令和 5 年 7 月 14 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１３８５４号 
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活
保
護
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に
基
づ
く
指
定
施
術
者
の
指
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○ 

土
地
改
良
区
定
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変
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認
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二
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漁
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制
限
措
置
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び
許
可
又
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認
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す
べ
き
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間
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漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
付
保
義
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消
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道
路
区
域
の
変
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選
挙
管
理
委
員
会
告
示 

○ 

習
志
野
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
対
す
る 

 
 

 

 
 

裁
決 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

公 
 

告 

○ 

令
和
五
年
度
土
採
取
現
場
責
任
者
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

○ 

令
和
五
年
度
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 
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建
設
業
法
に
基
づ
く
処
分 
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○ 

基
本
測
量
の
終
了 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

○ 

公
共
測
量
の
終
了

四
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号 

 

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
五
条
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び

永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七

号

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む

の
規
定
に
よ
り

次
の
施
術
者
を
指
定
施
術
者
に
指
定
し
た

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

氏

名 

施

術

所 

指

定

年

月

日 

名

称 

所

在

地 
 

 
 

 

 
 

 
 

礒
貝
弥
史 

三
嬉
整
骨
院 

木
更
津
市
本
郷
一
の
八
の
一
〇 

令
和
五
年
一
月
一
日 

寺
﨑
信
二 

寺
﨑
信
二 

松
戸
市
六
実
七
の
三
の
九 

〃 

曽
根
準
也 

ア

ス
ケ
ア
か
つ
し

か
は
り
灸
マ

サ

ジ
院 

東
京
都
葛
飾
区
立
石
六
の
一
六

の
二 

〃 

三
平
智
行 

マ

サ

ジ
レ
イ
ス

治
療
院
千
葉
稲
毛
区 

千
葉
市
稲
毛
区
山
王
町
九
四
の

一
四 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

市
原
市
海

上
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
七
月
六
日
付
け
で
認
可
し
た

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
倉
町
金

沢
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
七
月
六
日
付
け
で
認
可
し
た

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号 

 

漁
業
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号

第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則

令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
一
号

第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り

小
型
定
置
網
漁
業
に
つ
き

制
限
措
置
及
び
許
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の

と
お
り
定
め
た

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 

制
限
措
置
の
内
容 

 
１ 
漁
業
種
類 

 
 

 
小
型
定
置
網
漁
業 

 

２ 

漁
業
時
期 

 
 

 

周
年 

 

３ 

操
業
区
域

漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
を
す
べ
き
漁
業
者
の
数 

操

業

区

域 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格 

許
可
を
す
べ
き
漁

業
者
の
数 

 
 

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

7 

月

14

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３８５４号 令和 5 年 7 月 14 日 (金曜日) 
 

 
 

次
の
ア

イ

ウ

エ
及
び
ア
の
各
点
を
順

次
結
ん
だ
線
に
よ

て
囲
ま
れ
た
区
域 

ア 

北
緯
三
五
度
五
分
五
〇
秒

東
経
一
三

九
度
四
九
分
八
秒
の
点 

イ 
北
緯
三
五
度
五
分
五
四
秒

東
経
一
三

九
度
四
九
分
三
七
秒
の
点 

ウ 

北
緯
三
五
度
五
分
三
八
秒

東
経
一
三

九
度
四
九
分
四
五
秒
の
点 

エ 

北
緯
三
五
度
五
分
三
〇
秒

東
経
一
三

九
度
四
九
分
一
九
秒
の
点 

こ
の
項
の
操
業
区
域
の

欄
に
掲
げ
る
操
業
区
域

内
に
設
定
さ
れ
て
い
る

第
一
種
共
同
漁
業
権
の

漁
場
の
区
域
に
接
す
る

地
域
に
住
所
を
有
す
る

者

た
だ
し

当
該
操

業
区
域
内
に
設
定
さ
れ

て
い
る
第
一
種
共
同
漁

業
権
を
有
し
な
い
者
に

つ
い
て
は

当
該
操
業

区
域
内
に
設
定
さ
れ
て

い
る
第
一
種
共
同
漁
業

権
の
漁
業
権
者
の
同
意

を
得
て
い
る
こ
と
を
要

す
る

 

一
人 

次
の
ア

イ

ウ

エ
及
び
ア
の
各
点
を
順

次
結
ん
だ
線
に
よ

て
囲
ま
れ
た
区
域 

ア 

北
緯
三
五
度
二
分
四
八
秒

東
経
一
三

九
度
四
八
分
一
四
秒
の
点 

イ 

北
緯
三
五
度
二
分
四
一
秒

東
経
一
三

九
度
四
八
分
三
九
秒
の
点 

ウ 

北
緯
三
五
度
二
分
二
三
秒

東
経
一
三

九
度
四
八
分
三
〇
秒
の
点 

エ 

北
緯
三
五
度
二
分
二
八
秒

東
経
一
三

九
度
四
八
分
八
秒
の
点 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 

一
人 

二 

許
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日
か
ら
八
月
十
三
日
ま
で 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号 

 

漁
業
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号

第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則

令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
一
号

第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り

地
び
き
網
漁
業
に
つ
き

制
限
措
置
及
び
許
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
と

お
り
定
め
た

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

制
限
措
置
の
内
容 

 

１ 

漁
業
種
類 

 
 

 

地
び
き
網
漁
業 

 

２ 

漁
業
時
期 

 
 

 

周
年 

 

３ 

操
業
区
域

漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
を
す
べ
き
漁
業
者
の
数 

操

業

区

域 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格 

許
可
を
す
べ
き
漁

業
者
の
数 

共
同
漁
業
権
共
第
十
八
号

平
成
二
十
五
年

九
月
一
日
免
許

の
漁
場
の
区
域 

こ
の
項
の
操
業
区
域
の

欄
に
掲
げ
る
操
業
区
域

に
接
す
る
地
域
に
住
所

を
有
す
る
者

た
だ

し

当
該
操
業
区
域
内

に
設
定
さ
れ
て
い
る
第

一
種
共
同
漁
業
権
を
有

し
な
い
者
に
つ
い
て

は

当
該
操
業
区
域
内

に
設
定
さ
れ
て
い
る
第

一
種
共
同
漁
業
権
の
漁

業
権
者
の
同
意
を
得
て

い
る
こ
と
を
要
す
る

 

一
人 

二 

許
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日
か
ら
八
月
十
三
日
ま
で 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り

次
の
加
入
区
に
つ
い
て
は
令
和
元
年
七
月
十
三
日
に
発
生
し
た
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に

付
す
べ
き
義
務
が
令
和
五
年
七
月
十
二
日
付
け
で
消
滅
し
た

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

天
羽
加
入
区 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
柏
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
五
年
七



  

三 
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月
十
四
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

一
般
国
道 

二 

路
線
名 
三
百
五
十
六
号 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 
変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 

 
 

 
 

 

長 

我
孫
子
市
布
佐 

前 

八
・
五
六
メ

ト
ル
か
ら 

一
六
四
・
二
二
メ

ト
ル 

字
宮
作
一

一 
 

九
・
七
四
メ

ト
ル
ま
で 

 

六
九
番
五
地
先 

後 

九
・
五
七
メ

ト
ル
か
ら 

一
六
四
・
二
二
メ

ト
ル 

か
ら
一

一
五 

 

一
二
・
六
七
メ

ト
ル
ま
で 

 

九
番
六
地
先
ま 

で 
 

選

挙

管

理

委

員

会

告

示 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号 

 

令
和
五
年
五
月
二
十
四
日
付
け
を
も

て
習
志
野
市
谷
津
三―
一
八―

七
平
川
博
文
か
ら
提
出
の
あ

た
同
年
四
月
二
十
三
日
執
行
の
習
志
野
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の

申
立
て
に
対
し

次
の
と
お
り
裁
決
し
た

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

 
菊 

地 
 

秀 

樹 
 

 

  
 

 
 

            

 
 

 
 

                                   

裁
決

書
 

千
葉

県
習

志
野

市
谷

津
３

－
１

８
－

７
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
審

査
申

立
人

 
平

川
 

博
文

 

 
上

記
審

査
申

立
人

か
ら

、
令

和
５

年
５

月
２

４
日

付
け

を
も

っ
て

提
起

さ
れ

た
同

年
４

月
２

３
日

執
行

の
習

志
野

市
議

会
議

員
一

般
選

挙
に

お
け

る
選

挙
の

効
力

に
関

す
る

審
査

の
申

立
て

に
つ

い
て

、
当

委
員

会
は

次
の

と
お

り
裁

決
す

る
。

 

主
 

 
 

 
 

 
 

文
 

 
本

件
審

査
の

申
立

て
を

棄
却

す
る

。
 

事
 

案
 

の
 

概
 

要
 

１
 

事
案

の
要

旨
 

 
 

審
査

申
立

人
（

以
下

「
申

立
人

」
と

い
う

。
）

は
、

令
和

５
年

４
月

２
３

日
執

行
の

習
志

野
市

議
会

議
員

一
般

選
挙

（
以

下
「

本
件

選
挙

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
同

年
５

月
５

日
に

習
志

野
市

選
挙

管

理
委

員
会

（
以

下
「

市
委

員
会

」
と

い
う

。
）

に
対

し
、

選
挙

の
効

力
に

関
す

る
異

議
の

申
出

を
し

た
 

 

 
と

こ
ろ

、
市

委
員

会
は

同
月

９
日

に
こ

の
異

議
の

申
出

を
棄

却
す

る
旨

の
決

定
（

以
下

「
原

決
定

」
と

い
う

。
）

を
し

、
同

月
１

０
日

に
決

定
書

の
要

旨
を

告
示

し
、

同
月

１
１

日
に

申
立

人
に

対
し

て
決

定

書
を

交
付

し
た

。
 

 
 

申
立

人
は

原
決

定
を

不
服

と
し

て
、

当
委

員
会

に
対

し
、

原
決

定
を

取
り

消
し

、
本

件
選

挙
を

無
効

と
す

る
旨

の
裁

決
を

求
め

て
審

査
の

申
立

て
を

し
た

も
の

で
あ

る
。

 

当
事

者
の

主
張

の
要

旨
 

１
 

申
立

人
の

主
張

 

 
 

習
志

野
市

の
選

挙
開

票
作

業
は

、
平

成
１

９
年

６
月

２
７

日
千

葉
検

察
審

査
会

か
ら

「
習

志
野

市
の

開
票

作
業

に
あ

た
る

公
務

員
の

態
度

や
姿

勢
は

、
明

ら
か

に
ル

ー
ル

違
反

を
犯

し
て

お
り

、
強

く
反

省

を
求

め
た

い
。

選
挙

に
対

す
る

認
識

の
甘

さ
を

猛
省

し
、

今
後

、
襟

を
正

し
た

改
善

を
市

民
に

示
さ

な

け
れ

ば
、

市
民

の
市

政
に

対
す

る
不

信
感

は
払

拭
さ

れ
な

い
」

と
の

指
摘

を
受

け
て

き
た

。
 

 
 

平
成

１
８

年
１

０
月

６
日

の
テ

レ
ビ

朝
日

報
道

で
、

ビ
デ

オ
映

像
解

説
の

専
門

家
の

東
京

理
科

大
学

の
半

谷
教

授
は

、
習

志
野

市
の

開
票

作
業

は
、

市
民

に
対

す
る

重
大

な
裏

切
り

行
為

が
あ

る
と

指
摘

し

た
。

 

 
 

２
人

の
元

習
志

野
市

議
会

議
員

の
証

言
に

よ
る

と
、

当
選

者
の

リ
ス

ト
と

当
選

順
位

は
、

あ
ら

か
じ

め
作

成
さ

れ
て

お
り

、
大

騒
ぎ

に
な

ら
な

い
様

に
操

作
し

て
い

る
。

 

 
 

公
務

員
の

イ
エ

ス
マ

ン
に

な
ら

な
い

市
会

議
員

は
、

市
役

所
公

務
員

に
よ

る
強

固
な

犯
罪

組
織

の
中

で
落

選
さ

せ
、

抹
殺

す
る

。
不

正
開

票
選

挙
の

実
行

者
は

、
選

挙
候

補
者

で
は

な
く

、
市

役
所

公
務

員
。

昇
給

・
昇

格
の

た
め

に
は

手
段

を
選

ば
な

い
一

部
の

市
役

所
公

務
員

が
存

在
す

る
。

候
補

者
個

人

の
選

挙
違

反
と

比
べ

て
、

は
る

か
に

巧
妙

、
悪

質
と

言
え

る
。

期
日

前
投

票
箱

は
、

だ
れ

が
、

ど
の

よ

う
に

保
管

し
て

い
る

の
か

。
 

 
 

令
和

５
年

３
月

３
日

、
習

志
野

市
の

期
日

前
投

票
箱

の
管

理
に

対
す

る
選

挙
管

理
委

員
会

へ
の

市
議

会
本

会
議

で
の

一
般

質
問

で
は

、
答

弁
拒

否
が

続
い

た
。

 

 
 

以
上

の
点

か
ら

、
各

候
補

者
の

得
票

数
の

再
計

算
を

要
求

す
る

。
と

く
に

、
ト

ッ
プ

当
選

の
立

憲
民

主
党

の
木

村
孝

候
補

と
公

明
党

の
木

村
孝

浩
候

補
の

有
効

得
票

数
、

無
効

得
票

数
の

再
計

算
を

要
求

す

る
。

３
０

名
の

当
選

者
の

有
効

投
票

数
の

内
、

同
じ

筆
跡

の
記

名
が

大
量

に
存

在
し

て
い

る
か

否
か

の

再
計

算
を

要
求

す
る

。
さ

ら
に

、
落

選
者

の
有

効
得

票
数

の
再

計
算

を
要

求
す

る
。

 

２
 

市
委

員
会

の
主

張
 

 
 

申
立

人
は

、
期

日
前

投
票

箱
の

管
理

な
ど

に
疑

念
を

抱
き

、
そ

れ
を

も
っ

て
選

挙
の

効
力

は
無

効
と

主
張

し
、

各
候

補
者

の
得

票
数

の
再

計
算

や
有

効
投

票
に

お
い

て
同

じ
筆

跡
の

投
票

用
紙

が
大

量
に

存

在
し

て
い

る
か

否
か

の
確

認
な

ど
を

要
求

し
て

い
る

。
し

か
し

、
選

挙
に

不
正

行
為

が
あ

っ
た

事
実

に

つ
い

て
は

、
申

立
人

が
立

証
す

る
責

任
を

負
う

が
（

最
高

裁
判

所
昭

和
２

３
年

７
月

２
９

日
判

決
参

照
）

、
こ

の
点

、
申

立
人

か
ら

こ
れ

ら
を

裏
付

け
る

具
体

的
、

客
観

的
な

証
拠

は
何

ら
示

さ
れ

て
お

ら

ず
、

不
正

を
疑

う
に

足
る

合
理

的
理

由
は

見
当

た
ら

な
い

。
よ

っ
て

、
申

立
人

の
憶

測
に

基
づ

く
も

の

と
判

断
せ

ざ
る

を
得

な
い

。
 

 
 

ま
た

、
申

立
人

は
そ

の
他

の
主

張
も

し
て

い
る

が
、

い
ず

れ
も

上
記

判
断

を
左

右
す

る
も

の
で

は
な
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公

告 

 
 

 

令
和
五
年
度
土
採
取
現
場
責
任
者
試
験
の
実
施 

 

千
葉
県
土
採
取
条
例

昭
和
四
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
一
号

第
二
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り

令
和

五
年
度
土
採
取
現
場
責
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

試
験
日
時 

 
 

令
和
五
年
九
月
八
日

金
曜
日

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で 

二 

試
験
場
所 

 
 

千
葉
市
中
央
区
中
央
四
丁
目
一
三
番
一
〇
号 

千
葉
県
教
育
会
館 

三 

受
験
願
書
の
受
付
期
間
等 

 
 

受
験
願
書
の
受
付
期
間
は
令
和
五
年
八
月
八
日

火
曜
日

か
ら
十
五
日

火
曜
日

ま
で

千
葉

県
の
休
日
に
関
す
る
条
例

平
成
元
年
千
葉
県
条
例
第
一
号

第
一
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除

く

と
し

そ
の
受
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す

る

 

 
 

な
お

郵
送
に
よ
る
場
合
は

令
和
五
年
八
月
十
五
日

火
曜
日

ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限

り
有
効
と
す
る

 

四 

受
験
願
書
の
提
出
先 

 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

千
葉
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
課
資
源
対
策
室

電
話
〇
四
三

二
二
三

二
七
三
五

 

  
 

 

令
和
五
年
度
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施 

 

職
業
能
力
開
発
促
進
法

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号

以
下

法

と
い
う

第
三
十
条
の

 
い

。
 

 
 

よ
っ

て
本

件
審

査
申

立
を

棄
却

す
る

裁
決

を
求

め
る

。
 

裁
 

決
 

の
 

理
 

由
 

 
当

委
員

会
は

、
本

件
審

査
の

申
立

て
を

適
法

な
も

の
と

認
め

、
市

委
員

会
か

ら
弁

明
書

及
び

証
拠

書
類

を
、

申
立

人
か

ら
反

論
書

及
び

証
拠

書
類

を
そ

れ
ぞ

れ
徴

す
る

な
ど

、
慎

重
に

審
理

し
、

そ
の

結
果

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

１
 

判
断

基
準

に
つ

い
て

 

 
 

お
よ

そ
選

挙
が

無
効

と
さ

れ
る

の
は

、
公

職
選

挙
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
１

０
０

号
。

以
下

「
公

選
法

」
と

い
う

。
）

第
２

０
５

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と
が

あ
り

、

当
該

規
定

違
反

の
た

め
に

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

場
合

に
限

ら
れ

る
。

 

 
 

こ
こ

で
い

う
「

選
挙

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

」
と

は
、

「
主

と
し

て
選

挙
管

理
の

任
に

あ
る

機
関

が
選

挙
の

管
理

執
行

の
手

続
に

関
す

る
明

文
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と
、

又
は

直
接

そ
の

よ
う

な
明

文

の
規

定
が

な
く

と
も

、
選

挙
の

管
理

執
行

の
手

続
上

、
選

挙
法

の
基

本
理

念
た

る
選

挙
の

自
由

公
正

の

原
則

が
著

し
く

阻
害

さ
れ

る
こ

と
」

（
最

高
裁

判
所

昭
和

６
１

年
２

月
１

８
日

判
決

）
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

ま
た

、
「

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

場
合

」
と

は
、

「
そ

の
違

反
が

な
か

つ
た

な
ら

ば
、

選
挙

の
結

果
、

す
な

わ
ち

候
補

者
の

当
落

に
、

現
実

に
生

じ
た

と
こ

ろ
と

異
つ

た
結

果
の

生
ず

る

可
能

性
の

あ
る

場
合

を
い

う
」

（
最

高
裁

判
所

昭
和

２
９

年
９

月
２

４
日

判
決

）
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

も
っ

と
も

、
上

記
可

能
性

は
、

主
観

的
な

可
能

性
で

は
な

く
、

客
観

的
な

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら

ず
、

ま
た

、
異

動
の

可
能

性
の

あ
る

よ
う

な
違

法
が

あ
っ

て
も

、
具

体
的

事
実

に
つ

き
異

動
を

及
ぼ

す

こ
と

が
な

か
っ

た
こ

と
が

充
分

立
証

さ
れ

る
場

合
は

、
異

動
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
な

い
場

合
と

考
え

る

べ
き

で
あ

る
（

「
逐

条
解

説
公

職
選

挙
法

改
訂

版
（

下
）

（
株

式
会

社
ぎ

ょ
う

せ
い

）
黒

瀬
敏

文
・

笠

置
隆

範
編

著
」

１
，

７
９

０
ペ

ー
ジ

参
照

）
。

 

 
 

そ
し

て
、

こ
れ

ら
の

無
効

原
因

及
び

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
に

該
当

す
る

事
実

は
、

選
挙

の
無

効
を

主
張

す
る

申
立

人
に

お
い

て
立

証
す

る
責

任
が

あ
る

（
最

高
裁

判
所

昭
和

２
３

年
７

月

２
９

日
判

決
）

。
 

 
 

そ
こ

で
、

当
委

員
会

は
、

こ
う

し
た

観
点

か
ら

、
本

件
選

挙
が

無
効

と
さ

れ
る

場
合

に
該

当
す

る
か

否
か

に
つ

い
て

検
討

し
た

。
 

２
 

当
委

員
会

の
判

断
 

 
 

申
立

人
は

、
期

日
前

投
票

箱
の

管
理

に
疑

義
が

あ
り

、
不

正
開

票
の

可
能

性
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
各

候
補

者
の

得
票

数
の

再
点

検
を

要
求

し
て

い
る

。
 

 
 

こ
の

点
、

市
委

員
会

か
ら

提
出

の
あ

っ
た

証
拠

書
類

の
う

ち
、

「
期

日
前

投
票

事
務

の
手

引
」

に
よ

れ
ば

、
期

日
前

投
票

箱
及

び
期

日
前

投
票

箱
の

鍵
（

以
下

「
投

票
箱

等
」

と
い

う
。

）
の

管
理

方
法

を

事
前

に
定

め
て

い
た

こ
と

が
確

認
で

き
、

ま
た

、
そ

れ
を

裏
付

け
る

投
票

箱
等

の
管

理
状

況
の

写
真

も

あ
る

こ
と

か
ら

、
本

件
選

挙
に

お
い

て
投

票
箱

等
が

適
正

に
管

理
さ

れ
て

い
た

こ
と

が
推

認
さ

れ
る

。
 

 
 

一
方

で
、

前
記

の
と

お
り

、
選

挙
に

不
正

が
あ

っ
た

事
実

に
つ

い
て

は
選

挙
の

無
効

を
主

張
す

る
申

 

 
立

人
に

お
い

て
立

証
す

る
責

任
が

あ
る

が
、

申
立

人
か

ら
は

不
正

が
あ

っ
た

こ
と

を
裏

付
け

る
具

体
的

な
証

拠
は

何
ら

示
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
 

よ
っ

て
、

申
立

人
の

主
張

に
は

理
由

が
な

い
。

 

 
 

な
お

、
申

立
人

は
、

そ
の

余
縷

々
主

張
し

て
い

る
が

、
本

件
選

挙
が

選
挙

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

に
つ

き
具

体
的

な
主

張
を

す
る

も
の

で
は

な
く

、
本

件
選

挙
の

無
効

原
因

と
な

り
得

る
事

実
に

直
接

結

び
つ

く
も

の
で

は
な

い
こ

と
か

ら
、

い
ず

れ
の

主
張

も
採

用
で

き
な

い
。

 

 
 

以
上

の
と

お
り

、
申

立
人

の
主

張
は

い
ず

れ
も

公
選

法
第

２
０

５
条

第
１

項
で

規
定

す
る

「
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と
」

に
当

た
ら

ず
、

本
件

選
挙

の
効

力
を

無
効

と
す

る
申

立
人

の
主

張
に

は
理

由

が
な

い
。

 

 
 

よ
っ

て
、

当
委

員
会

は
主

文
の

と
お

り
裁

決
す

る
。

 

 
 

令
和

５
年

７
月

５
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

選
挙

管
理

委
員

会
委

員
長

 
 

菊
 

地
 

 
秀

 
樹
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規
定
に
よ
り

令
和
五
年
度
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

一 

試
験
を
実
施
す
る
免
許
職
種 

 
 

全
職
種 

二 

試
験
科
目 

 
 

学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法 

三 

試
験
日
時 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
四
日

日
曜
日

午
前
十
時
十
五
分
か
ら
午
前
十
一
時
四
十
五
分
ま
で 

四 

試
験
場
所 

 
 

千
葉
市
中
央
区
中
央
四
丁
目
一
三
番
一
〇
号 

千
葉
県
教
育
会
館 

五 

受
験
資
格 

 
 

法
第
三
十
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

た
だ
し

次
に
掲
げ
る
者
は

試
験
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い

 

 

１ 

法
第
二
十
八
条
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 

２ 

受
験
し
よ
う
と
す
る
免
許
職
種
に
係
る
法
第
三
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
実
技
試
験
の
全
部
及

び
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

六 

試
験
の
免
除 

 
 

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則

昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号

第
四
十
六
条
の
表
上

欄
に
該
当
す
る
者
は

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

 

七 

受
験
申
請
書
の
受
付
期
間
等 

 
 

受
験
申
請
書
の
受
付
期
間
は
令
和
五
年
八
月
十
七
日

木
曜
日

か
ら
三
十
日

水
曜
日

ま
で

土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く

と
し

そ
の
受
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る

 

 
 

な
お

郵
送
に
よ
る
場
合
は

八
月
三
十
日

水
曜
日

ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
有
効
と

す
る

 

八 

受
験
申
請
書
の
提
出
先 

 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

千
葉
県
商
工
労
働
部
産
業
人
材
課
技
能
振
興
班 

九 

提
出
書
類 

 

１ 

受
験
申
請
書

履
歴
書
及
び
受
験
票

六
十
三
円
切
手
を
貼
り
付
け
る
こ
と

 

 

２ 

写
真

申
請
日
前
六
月
以
内
に
正
面
上
半
身
を
無
帽
で
撮
影
し
た
縦
四
セ
ン
チ
メ

ト
ル

横
三

セ
ン
チ
メ

ト
ル
の
も
の

 

 

３ 

受
験
し
よ
う
と
す
る
免
許
職
種
に
係
る
実
技
試
験
及
び
関
連
学
科
試
験
が
免
除
と
な
る
こ
と
を
証

明
す
る
書
類 

十 

受
験
手
数
料 

 

１ 

受
験
手
数
料
の
金
額 

 
 

 

三
千
百
円 

 

２ 

受
験
手
数
料
の
納
付
方
法 

 
 

 

三
千
百
円
分
の
千
葉
県
収
入
証
紙
を
受
験
申
請
書
に
貼
り
付
け
て
納
付
す
る
こ
と

 

十
一 

合
否
判
定
の
基
準 

 
 

満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
は

合
格
と
す
る

 

十
二 

合
格
発
表
の
方
法 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
三
日

金
曜
日

か
ら
十
九
日

木
曜
日

ま
で
千
葉
県
庁
の
掲
示
板
に
合
格
者

の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に

十
月
十
三
日
に
合
否
の
通
知
を
全
員
に
郵
送
す
る

 

十
三 

そ
の
他 

 

１ 

受
験
案
内
及
び
受
験
申
請
書
は

千
葉
県
商
工
労
働
部
産
業
人
材
課
技
能
振
興
班
に
お
い
て
配
付

す
る

な
お

郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は

封
筒
の
表
に

指
導
員
試
験
受
験
案
内
等
請
求

と
朱

書
き
し

Ａ
４
判
用
紙
が
折
ら
ず
に
入
る
大
き
さ
の
返
信
用
封
筒

角
形
二
号

に
宛
先
を
明
記
し

た
上
で

百
二
十
円
分
の
切
手
を
貼
り
付
け
て
同
封
す
る
こ
と

 

 

２ 

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

千
葉
県
商
工
労
働
部
産
業
人
材
課
技
能
振
興
班

電
話
〇
四

三

二
二
三

二
七
六
二

に
す
る
こ
と

 

  
 

 

建
設
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 

建
設
業
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号

第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
処
分

し
た

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

商
号 

株
式
会
社
清
丸 

二 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

香
取
市
大
倉
二

〇
五
一
番
地
一 

三 

代
表
者
の
氏
名 

堀
越
清
和 

四 

許
可
番
号 

千
葉
県
知
事
許
可

般―

五

第
四
八
五
八
一
号 

五 

処
分
の
内
容 

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
停
止 

 

１ 

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲 

 
 

 

建
設
業
の
営
業
の
全
部 

 
２ 

期
間 

 
 

 
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
三
日
ま
で
の
三
日
間 

六 

処
分
の
原
因
と
な

た
事
実 

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日
に
佐
原
簡
易
裁
判
所
か
ら

廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号

第
二
十
五
条
第
一
項
第
十
五

号

第
十
六
条
の
二
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
前
記
法
人
を
罰
金
刑
に
処
す
る

旨
の
略
式
命
令
並
び
に
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
十
五
号
及
び
第
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
役
員

を
罰
金
刑
に
処
す
る
旨
の
略
式
命
令
が
あ
り

こ
れ
ら
が
確
定
し
て
お
り

こ
の
こ
と
が

建
設
業
法

第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る

 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 第１３８５４号 令和 5 年 7 月 14 日 (金曜日) 

七 

処
分
を
し
た
日 

令
和
五
年
六
月
十
六
日 

  
 

 
基
本
測
量
の
終
了 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

国
土
地
理
院
長

か
ら
次
の
基
本
測
量
は
令
和
五
年
三
月
二
十
日
に
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

作
業
種
類 

基
本
測
量

航
空
レ

ザ
測
量
に
よ
る
高
精
度
標
高
デ

タ
整
備

 

二 

作
業
期
間 

令
和
五
年
一
月
二
十
日
か
ら
三
月
二
十
日
ま
で 

三 

作
業
地
域 

野
田
市 

  
 

 

公
共
測
量
の
終
了 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
は
令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
に
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長

か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

千
葉
地
方
法
務
局 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

不
動
産
登
記
法
第
十
四
条
第
一
項
地
図
作
成

 

三 

作
業
期
間 

令
和
三
年
十
月
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

千
葉
市
中
央
区
道
場
南
一
丁
目
及
び
道
場
南
二
丁
目 

  
 

 

公
共
測
量
の
終
了 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
は
令
和
五
年
三
月
八
日
に
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら

通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

千
葉
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

基
準
点
復
旧

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
八
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

千
葉
市
若
葉
区
谷
当
町 

  
 

 

公
共
測
量
の
終
了 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
は
令
和
五
年
三
月
十
三
日
に
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か

ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

農
林
水
産
省
関
東
農
政
局
利
根
川
水
系
土
地
改
良
調
査
管
理
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

用
地
測
量

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
一
月
三
十
日
か
ら
三
月
十
三
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

茂
原
市
長
谷 

  
 

 

公
共
測
量
の
終
了 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
は
令
和
五
年
三
月
十
七
日
に
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か

ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

八
千
代
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

空
中
写
真
撮
影

 

三 

作
業
期
間 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
十
七
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

八
千
代
市
全
域 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る

 

 
 

 
 

              
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

７
月

１
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

テ
レ

ビ
広

報
番

組
制

作
・

放
送

業
務

委
託

 
一

式
 

②
千

葉
県

議
会

事
務

局
総

務
課

 
千

葉
市

中
央

区
市

場
町

１
番

５
号

 
③

令
和

５
年

６
月

１
３

日
 

④
千

葉
テ

レ
ビ

放
送

株
式

会
社

 
千

葉
市

中
央

区
都

町
一

丁
目

１
番

２
５

号
 

⑤
４

２
，

６
８

４
，

４
０

０
円

 
⑥

随
意

契
約

 
⑧

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令
第

３
７

２
号

）
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
 

  

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 


